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い渡します。
　また，お互いに譲り合って円満解決するために裁判
官や調停委員の仲立ちで，話合いによる争いの解決を
図る「和解」や「調停」の手続もあります。
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は，国や地方公共団体などの行政機関が法律に違反す
ることをして，国民の権利を損なった場合などに，そ
の誤りを正すための裁判手続です。

　また，簡易裁判所では，60万円以下のお金の支払を求
める少額訴訟という手続があります。これは，当事者に
とってなるべく少ない負担で早く簡易にトラブルを解決
することを目的とした手続で，原則として，1回の期日
で審理を終え，すぐに判決を言い渡すこととされていま
す。この手続では，よくラウンドテーブル法廷が使用さ
れています。

　民事裁判では，裁判
官と当事者がだ円形の
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とができます。
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集中証拠調べ
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　例えば，どこかの家に泥棒が入り，お金や物を盗ん
で家の人にけがをさせたとしましょう。警察官は，こ
うした犯罪を捜査し，ある人を犯人だと判断すると，
検察官に報告します。検察官は，さらに捜査し，処罰
を求める必要があるということになれば，その人を裁
判所に起訴します（公訴の提起）。
　裁判所では，検察官と起訴された人（被告人）やこ
れを弁護する弁護人の言い分をよく確かめ，それぞれ
の側から出された証拠を調べ，被告人が本当に犯人で
あるかどうかを判断します。犯人ではないと判断した
場合，あるいは，犯人であるとの確信を持てない場合，
被告人に無罪の判決を言い渡しますが，犯人に間違い
ないということになれば，被告人に有罪の判決をし，
刑を言い渡します。
　なお，平成 20年 12月１日から被害者参加制度が始
まりました。
　被害者参加制度とは，殺人や性犯罪などの被害者や
その遺族等が，裁判所の許可を得て，公判期日に出席
したり，自ら被告人に質問したりして刑事裁判に参加
する制度です。

刑事裁判
どろぼう

さつじん

しょう こ

き　そ

ぬす

そう　さ

ひ   こく にん

ひ   がい しゃ

しょ ばつ

1 裁判官　 2 裁判所書記官　 3 裁判所速記官　 4 裁判所事務官

5 検察官　 6 弁護人 　7 被告人
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刑事裁判の手続の流れ

検察官の論告・求刑

弁護人の弁論

被告人の最終陳述

弁論終結

冒頭陳述

犯罪事実に関する立証

（検察官，被告人・弁護人）

情状に関する立証

被告人質問

ぼうとうちんじゅつ

りっしょう

じょうじょう

人定質問

検察官の起訴状朗読

黙秘権の告知

じんてい

もく　ひ

ろうどく

被告人，弁護人の
被告事件についての陳述

争点及び証拠の整理

審理予定の策定

事件発生

冒頭手続

証拠調手続

弁論手続

判決の宣告

検察官の公訴提起（起訴）

公判前整理手続

（裁判員裁判では，必ず行う。）

評議（最終評議）
評決

裁判員等選任手続
（裁判員裁判）

ろんこく
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　平成21年 5月 21日に裁判員制度がスタートしま
した。裁判員制度は，国民のみなさんに地方裁判所の
刑事裁判に参加してもらい，被告人が有罪か無罪か，
有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決
めてもらう制度です。

　選挙権のある人の中から，翌年の裁判員候補者とな
る人を毎年くじで選び，地方裁判所ごとに裁判員候補
者名簿を作ります。この名簿に載った方には，名簿記
載通知とともに，１年を通じて裁判員になれない事情
などを尋ねるための調査票が送られます。

↓
　事件ごとに，名簿の中からさらにくじでその事件の
裁判員候補者を選びます。選ばれた方には，選任手続
期日のお知らせ（呼出状）とともに，辞退希望等の有
無などを確認するための質問票が送られます。

↓
　裁判長から，被告人や被害者と関係がないかどうか，
不公平な裁判をするおそれがないかどうか，辞退希望
の理由などについて質問されます。

↓
　辞退などが認められなかった方の中から最終的にく
じにより裁判員が選ばれます。

公判に立ち会う
　法廷で証人の話を聞いたり，証拠を調べたりします。
評議・評決
　裁判員と裁判官が一緒に話し合い，有罪・無罪や刑
の内容を決めます。
判決宣告に立ち会う
　裁判長が判決を言い渡す際に立ち会います。

　代表的なものをあげると，次のようなものがありま
す。
・人を殺した場合（殺人）
・強盗が，人にけがをさせ，あるいは，死亡させてし
まった場合（強盗致死傷）
・人にけがをさせ，その結果死亡させてしまった場合
（傷害致死）
・ひどく酒に酔った状態で，自動車を運転して人をひ
き，死亡させてしまった場合（危険運転致死）
・人の住む家に放火した場合（現住建造物等放火）
・身の代金を取る目的で，人を誘拐した場合（身の代
金目的誘拐）
・親が子供に食事を与えず，放置したため死亡してし
まった場合（保護責任者遺棄致死）

裁判員制度

裁判員の選ばれ方

裁判員がすること

裁判員裁判の対象となる事件

ひ　こく  にん

しょう こほうてい

ひょう ぎ ひょうけつ

ひ　がい  しゃ

さつ  じん

ゆう かい み　　　 しろみ　　　 しろ  きん

ち　  しき けん うん てん

い　 き　 ち　 し

げん じゅう けん ぞう ぶつ とう  ほう  か

ごう  とう

しょうがい   ち　 し

きん もく てき ゆう かい

ほう　ち

ごう  とう  ち　  し  しょう

めい　ぼ

裁判員裁判の様子

多数決の様子（広報用映画「裁判員」より）

ほ　 ご　せき　にん しゃ
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1 裁判官（又は調停官）2 調停委員
3 家庭裁判所調査官
4 裁判所書記官　5 当事者

家事事件の手続の流れ 少年事件の手続の流れ

家事調停

1 裁判官　 2 裁判所書記官　 3 家庭裁判所調査官
4 裁判所事務官  　5 少年  　6 保護者   　7 付添人

少年審判

家庭裁判所

申立て

審判手続

審判手続

訴訟提起

履行勧告・履行命令・強制執行

審判・告知

即時抗告 確　定

調査 調査

調停手続

事件の発生・非行少年

送致・通告・報告

観護措置

試験観察決定

調　査

審判不開始

少年院送致，
児童自立支援施設・
児童養護施設送致，
保護観察

知事又は
児童相談所長
送致

保護処分

審　判

検察官送致

公訴提起抗　告

高等裁判所 地方（簡易）裁判所

不処分
調停成立等 調停不成立
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　家庭裁判所では，非行少年，つまり罪を犯した少年や
罪を犯すおそれのある少年などについて，調査，審判を
します。調査や審判は，保護者にも出席を求めて，非公
開の手続で，和やかな中にも，非行について反省を促す
よう相応の厳しさのある雰囲気のもとに行われます。そ
こでは，その少年が本当に過ちを犯したかどうかという
ことだけではなく，どうしてそのような過ちを犯したか
という事情もよく調べた上で，再び過ちを犯すことがな
いよう，本人にとって最も適した措置が決められます。
　なお，平成20年12月15日から，一定の重大事件の被害

者やその遺族の
方が，裁判所の
許可により，少
年審判を傍聴で
きる制度が始ま
りました。

　家事審判・家事調停は，夫婦や親子関係などの争いを
解決する手続です。このような争いの解決には，特に打
ち解けた雰囲気の中で，できる限り他人には知られない
ように手続が進められることが大切ですから，家庭裁判
所において，非公開の手続で和やかに行われます。
　審判では，未成年者の養子縁組の許可や後見人の選任
というような事件について，裁判官が事情を調べて適切
な判断を下します。離婚，扶養，遺産分割のような夫婦
や親族間の問題は，主として調停が行われ，裁判官（又
は調停官）や調停委員が当事者や関係者の言い分をよく
聴き，事情を調べた上，納得のいく，公平で妥当な解決
ができるようあっせんします。

　調停で解決できなか
った場合，扶養や遺産
分割などについては審
判手続に移り，離婚な
どについては人事訴訟
を起こすことになりま
す。人事訴訟は，民事
裁判の一種ですが，家
庭裁判所が取り扱い，
参与員や家庭裁判所調

査官がかかわることもあります（人事訴訟の手続の流れ
は，6頁の「民事裁判の手続の流れ」を参照）。　

家事審判・家事調停・人事訴訟

少年審判
なご

なご

ぼうちょう

えんぐみ

ふん  い　き

ふん  い　き

りこうかんこく りこうめいれい きょうせいしっこう  

紛争の発生・家事手続案内
ふんそう

こうこく

こう こく

り　こん ふ　よう い　さん  ぶんかつ

あやま

そ　ち

しゃ

ひ  がい
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りました。

　家事審判・家事調停は，夫婦や親子関係などの争いを
解決する手続です。このような争いの解決には，特に打
ち解けた雰囲気の中で，できる限り他人には知られない
ように手続が進められることが大切ですから，家庭裁判
所において，非公開の手続で和やかに行われます。
　審判では，未成年者の養子縁組の許可や後見人の選任
というような事件について，裁判官が事情を調べて適切
な判断を下します。離婚，扶養，遺産分割のような夫婦
や親族間の問題は，主として調停が行われ，裁判官（又
は調停官）や調停委員が当事者や関係者の言い分をよく
聴き，事情を調べた上，納得のいく，公平で妥当な解決
ができるようあっせんします。

　調停で解決できなか
った場合，扶養や遺産
分割などについては審
判手続に移り，離婚な
どについては人事訴訟
を起こすことになりま
す。人事訴訟は，民事
裁判の一種ですが，家
庭裁判所が取り扱い，
参与員や家庭裁判所調

査官がかかわることもあります（人事訴訟の手続の流れ
は，6頁の「民事裁判の手続の流れ」を参照）。　

家事審判・家事調停・人事訴訟

少年審判
なご

なご

ぼうちょう

えんぐみ

ふん  い　き

ふん  い　き

りこうかんこく りこうめいれい きょうせいしっこう  

紛争の発生・家事手続案内
ふんそう

こうこく

こう こく

り　こん ふ　よう い　さん  ぶんかつ

あやま

そ　ち

しゃ

ひ  がい




